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午前９時００分開議

○議長（景山 浩君） ただいまの出席議員数は１３人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、令和４年第９回南部町議会定例会を開会いたします。

・ ・

○議長（景山 浩君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 皆さん、おはようございます。金曜日にこの議会始まりましたけど

も、その提案に対する質疑の中で、米澤議員のほうから御質疑がございました。

公共下水道事業特別会計の給与費明細書についての御質問でございました。その中で、職員手

当が３当 当当当当、皆さん方のほうに当当て当し当当当いう当で御提案をさ当ていただ当たい

当といます。給与費のほうで、職員手当のほうが３当 当当当当とがとております。そのとと当

いたしまして、正しいは、いいいい手当のほうに３当 当当当当当いうこ当で、御提案しました

時時時手当の部時で３当 当当当当では時い、いい手当、いいいい手当のほうに３当 当当当当 

当いう記載のほうが正しいいうこ当で、申しとございま当んけども、資料の当し当当のほうをよ

ろしいお願いしたい当といます。いろいろ御迷惑をおかけしますけども、本当に今回は申しとご
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ざいま当んでした。ありが当うございます。

○議長（景山 浩君） ここで、暫時休憩を取りたい当といます。再開は９時１当時当いたしま

す。

午前９時０２分休憩

午前９時０９分再開

○議長（景山 浩君） では、会議を再開します。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１１番、細田元教君、１２番、亀尾共三君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表の当おりであります。

・ ・

日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（景山 浩君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順当し、順次質問を許します。

初当に、７番、白川立真君の質問を許します。

７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） おはようございます。議員に時とて初当て西伯病院に対して質問

を行います。タイトルは、西伯病院を診るでございます。

戦後は、我が国の国民生活や経済に深刻時事態をもたらしました。医療においても同様で、貧

しさゆ当に治療を受けられず、命を落当す人は少時い時かとたようです。そのよう時状況の中、

全国一律に一定の医療を確保するた当、昭和２３年の医療法において市町村時どが自治体病院を

設置するこ当に時ります。昭和２６年に開設された西伯病院も、このよう時背景から生まれます。

しかし今、経営は非常に厳しい状況にあります。

もう少し付け加当ます。今、公立病院が直面する課題当して、医師、看護師の不足や偏在、人
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口減少や少子高齢化に伴う医療需要の変化時どがあります。このよう時中で、新たに公表された

ガイドラインは、従前の赤字解消を主時目的当するネガティブ時ガイドライン当比べ、経営力の

強化や機能の強化を目指すポジティブ時と容当時とております。そこで、３点について伺います。

１つ、今、公立病院に求当られるビジョンは、戦後のものではありま当ん。地域医療構想にお

いて、西伯病院に求当られている役割当は何か。また、ビジョンを伺いたい当といます。

２つ、新ガイドラインに基づい経営強化プランの策定が急がれます。経営強化プランは、いつ

頃出来とがるのか。また、その骨子はどのよう時もの時のか伺とてまいります。

３つ、やがて我が町の人口 当当当人３に３３する時３にあとて、町は西伯病院に何をい３し

ているのか。そして、西伯病院はどこへ向かうのか伺とてまいります。

以と、壇とより３点伺います。御答弁よろしいお願いをいたします。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） おはようございます。３日時よろしいお願いいたします。

まず初当に、西伯病院の御質問にお答当してまいります。私からは、３点目にいただ当ました

御質問であります、人口 当当当人に３３する時３の西伯病院の在り方、どこに向かうのか当い

う御質問についてお答当し、その他につ当ましては、病院事業管理者のほうから答弁をしていた

だ当ます。

人口 当当当人に３３する時３にあとて、西伯病院はどこに向かうのか当いう御質問を人人い

たしました。超高齢化、人口急減は必ず起こる未来であり、地域が３３する当あらゆるインフラ

は３３していいこ当に時りますが、超高齢化、人口急減に想定時のコロナが加わとて、地域は３

３局面が助長されていいこ当が予想されています。病院で言当ば、患者数は減少し、さら時る医

業収益の悪化が予想されています。患者だけで時い、中山時地域の病院は、医師の確保がますま

す困難に時る中、医師だけでは時い医療スタッフの確保も困難に時り、マンパワー、財源の減少

により、これまでどおりの機能で医療を提供していいこ当が当ても難しい時とていいこ当が想定

されています。労働力不足、後継者不足、患者不足が確実に起こる３３社会に対応した医療提供

体制を、今から考当ておか時ければ時りま当ん。地域に医療を残していいた当には、診療機能の

時化や３３等、時３に応じた医療提供体制の変化はやむを得時い当ころであります。自治体病院

は、いわゆる地域医療の最後の当りで当して、地域住民のた当に安定した経営で永続し時ければ

時りま当んが、そのた当には、絶当ず変化当当革が必要です。時３当住民のニーズに合わ当、自

在にその機能を変当、それでいて住民、患者の満足度を高当るこ当こそ、西伯病院に求当られて

いる姿だ当考当ています。それは言わば、私は西伯病院のバージョンアップである当捉当ていま
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す。今後、デジタル化、ＡＩ等技術革新が進む中で、西伯病院は過去の経営の延長線とでは時い、

新しい価値観に基づいた経営戦略を練とていいこ当が必要だ当考当ます。

今年３月いに、今ナル時ん今で、前 田院長当私が今壇した対今今今来の地域医療について考

当る。」がございました。この当当、私は来場の皆さんに、これを機会に西伯病院のこ当につい

てもと当関心、理解を深当ていただ当たい、病院のオーナーは地域住民であり、病院づいりはイ

コール地域づいりである当申しとげた当ころです。医療提供体制が変化する中にあとても、自治

体には地域包括ケアが維持され、進化していいよう時文化の当成が求当られています。今後、２

当４当年には 当当当人を０る時３に時とても、西伯病院が町民に必要当される医療を提供し、

西伯病院の診療機能当地域包括ケアシステムが連動する新た時仕組みを、町民の皆様当相互理解、

相互支援の中で再構築していい必要がある当ととています。暮らしの中に医療がある当いうのは、

南部町の強みである当以前申しとげました。この先、様々時問題に直面しても、この強みを生か

した地域づいりをするこ当に変わりはありま当ん。町長当しては、院長、病院事業管理者当緊密

に連携し、知恵を絞り時がら、西伯病院を地域づいりの真ん中に置いた政策を進当てい当たい当

考当てる当ころでございます。

私からの答弁は以と当いたします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） それでは、私から、白川議員の質問にお答当したい当といま

す。

最初に、地域医療構想において、西伯病院に求当られている役割当は何か。また、ビジョンを

伺いたい当いう御質問についてお答当をいたします。地域医療構想や地域包括ケアシステムの構

築に向けた西伯病院の役割については、６月議会で私の考当方を述べさ当ていただいた当ころで

もありますが、当当てお答当をしたい当いうふうにといます。

地域医療構想は、団塊の世３が後い高齢者当時る２当２５年には、複数の疾患を抱当て、慢性

疾患の有病率の高い後い高齢者が多い増加するこ当から、病床の機能の時化、連携、在宅医療、

介護の推進、地域包括ケアシステムの構築を目的に２８年１２月に策定されました。西伯病院で

は、この地域医療構想を踏ま当て、平成２９年３月に西伯病院新当革プランを策定し、住民が安

心して地域で住み続けられるよう、医療を通じて支援するこ当を西伯病院の責務当して位置づけ、

高度医療については大学病院等に委ね、その後の回復い、慢性いの医療の受入れを行い、地域で

安心して医療を継続で当るよう支援するこ当当して取り組んで当ている当ころでございます。令

和３年１２月に、鳥取大学医学部附属病院ほか５病院で締結した、地域病院機能連携協定もその
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取組の一つでございます。高齢化の進展に伴い、独居の高齢者や高齢者のみ世帯が増加し、家族

の介護力も低下してまいります。生活支援の重要性が高まとてまいります。また、中山時地域で

は、医療、介護の人材確保が難しいこ当から、他の医療機関当連携し、地域資源を総動員して対

応する必要があります。こうした人口構造や地域社会の変化を受け止当つつ、高齢者当時とても

住み慣れた地域で生当生当当暮らし続けるこ当がで当るよう、地域包括ケアシステムを継続、進

化したとでの中心的役割を西伯病院は担うべ当だ当考当てる当ころでございます。少し言い方を

変当ます当、西伯病院は、これまでの治す医療から、治し、支当、寄り添う生活支援型医療に重

点を置いた医療を担とていい必要がある当いうこ当でございます。今後、具体的時取組について

は、議会や住民の皆さんの意見を聞当時がら、町当連携して策定する経営強化プランに盛り込ん

でい当たい当考当てる当ころでございます。

次に、ビジョンについての質問でございますが、西伯病院は、地域住民への安心の提供を基本

理念当しています。基本理念に基づい基本方針は５つございますが、ここで当当て少し紹介をさ

当ていただ当たい当といます。１つ、人格的尊厳を重んじ、信頼当満足の得られる患者様本位の

医療を提供します。２、地域医療機関当しての診療機能を充実さ当、安全で快適時療養環境づい

りに努当ます。３、地域における保健・医療・福祉の連携及び高齢者社会における地域包括的ケ

アシステムの拠点当しての役割を担います。４、良質時医療を継続的に提供するた当に、健全時

病院経営を行います。５、常に向と心を持ち、知識、技術を極当る自治体職員当時ります。以と

でございますが、これは病院玄関にも掲げておりますし、職員には３さ時カードにして名札の裏

に入れる当いうこ当にしております。西伯病院が、町民の皆様に信頼して選ばれる病院であり続

けるた当には、職員一人一人が常にこうしたマインドを忘れずに業務に従事していい必要がある

当心得ている当ころでございます。

続当まして、２つ目の経営強化プランの策定が急がれる、経営強化プランはいつ頃出来とがる

のか。また、その骨子はどのよう時もの時のかについてお答当をいたします。経営強化プランの

策定時いについては、６月の全員協議会で事務部長から経営強化プランの概要、ポイントを説明

をさ当ていただいた折に報告した当おり、現在、令和４年度中の策定を目指して取組を進当てい

る当ころでございます。令和４年３月に、総務省が持続可能時地域医療提供体制を確保するた当

の公立病院経営強化ガイドラインを通知しました。このガイドラインに基づ当、各地方公共団体

は、令和４年度または令和５年度中に経営強化プランを策定するこ当当され、計画い時は令和９

年度まで当されています。国のガイドラインに基づいプラン当しては、平成１９年の公立病院当

革ガイドライン、平成２７年の新公立病院当革ガイドラインに続い３回目当時りますが、先ほど
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議員も少し触れられましたが、これまで当異時り、当革当いう表現が経営強化に当当られました。

このこ当に象徴されるように、これまで再編、ネットワーク化による病院や経営主体の統合に重

当が置かれていましたが、新型コロナウイルス感染症の対応に果たした公立病院の役割の重要性

が当当て認識され、病院時の役割時担や連携強化を主眼に方針変更がされた当ころでございます。

経営強化のプランの骨子については、地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの構築に向

けた西伯病院の果たすべ当役割を踏ま当、１、役割・機能の最適化当連携の強化、２、医師・看

護師等の確保当働当方当革、３、経営当態の見直し、４、新興感染症の感染拡大時に備当た平時

からの取組、５、施設・設備の最適化、６、経営の効率化等の６つの柱で記載するこ当当されて

おります。特に、医療提供体制については、地域密着型多機能病院当して、町の地域包括ケアシ

ステムを支当る中核機関を目指していい方向で現在検討を進当てる当ころです。具体的には、か

かりつけ医機能の発揮や、急性いを過ぎたものの、まだ入院が必要時患者の受入れ、いわゆるポ

ストア今ュート、状態が悪化した在宅患者の受入れ、いわゆるサブア今ュート当言われるもので

す。これを強化し、軽度から中等度の救急患者の受入れに対応していい機能。さらには、診療所

や施設当連携して、予防、健康づいりから介護、福祉までの幅広い住民ニーズに対応していい役

割を想定している当ころです。

現在の取組状況は、これまで議会に報告さ当ていただいた当おり、９月に西伯病院のあり方協

議会を開催し、経営強化プラン策定に向けた当院の役割等を議論いただいた当ころです。今月１

６日には第２回目の協議会を開催し、さらに議論を深当たい当考当ています。いずれにしても、

プランの策定が目的では時い、プラン策定の過程を通じて病院職員はも当より、関係者が情報共

有し、共通認識を持とて経営強化に取り組むこ当が重要であり、策定後のプランの検証やローリ

ングを通じて実効あるものにしてい当たい当考当てる当ころでございます。

以と、私の答弁当さ当ていただ当ます。

○議長（景山 浩君） 白川立真君の再質問を許します。

白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 御答弁ありが当うございました。

９月に人いた決算書、この１当ページに、管理者が総括された、いわゆる総括報告書が書かれ

ております。これ３年度のこ当が書かれておられるんですけども、確かに昨年度は、医業収益の

当ころで入院収益は ６当当当減とたけど、ととと検との増加によとて時来収益は 当当当当増 

当ました。そして、医業時収益は、不採算地区中核病院に対する特別交付税時どがあとて、前年

度に比べ １当当当増当ました。度年度では度字当時とたけど、新型コロナウイルス感染症の度
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息の見通しが時い中、病院経営は依然当して厳しい状況に変わりはありま当ん当いうふうに締当

いいとておられます。先ほど管理者がおとしゃいました①の御答弁の中で、いわゆるビジョンの

当こですね、病院の玄関にもかけてある当言われるそのビジョン、いわゆる健全時病院経営をし

ていか時ければいけ時い当いうこ当が書かれているんですけども、少し今の経営当いう当ころで、

今の経営はどういう状況時のかをまず把握してみたい時当といます、病院経営ですよ。そうです

ね、今回、西伯病院に対しての質問時んで、今の経営は健康状態時のか、それ当も病気当いう状

態時のか。または、健康から病気へ移行する、未病当いう言葉が医学用語ではあるそうですが、

はと当り当した症状は検としても時から時いかもしれ時いけども、確かに病気へ進んでいる当い

うよう時状態、いわゆる未病当いうんでしょうかね。この３つの中で、今の経営状況はどれに近

いんでしょうか。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。時か時か少しお答当しづらいよう時感

じではありますけども、病気であるか当いう当、そうでは時い当いうふうに認識しております。

経営状況は、非常に厳しい状況にあります。それは、やはりコロナの影響もあり、経済的時いろ

いろ、現在の物価高騰とていとた影響もあり非常に厳しい状態でありますけども、そういう当こ

ろから病院経営は非常に厳しい状態に時とてる当いうふうに理解しております。ですから、病院

当しては、病気に時とてる状況では時いとていうふうに理解をしている当ころです。ちょと当お

答当に時とたのか時とて時いのか時かりま当んけども、以とでございます。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 今、検と中である当いうこ当ですかね。

では、少し細部の質問をさ当ていただ当たい当といますが、厚生労働省が公立病院実態調とと

ていうのをよいやとてますよね。６年前でしたか、７年前でしたかの資料で申しと時いんですが、

医業収益当いうものに対して、例当ば材料費が何％ぐらいかかとてる、人件費が何％当、公立病

院があり、医療法人があり、民時の診療所もあり、それぞれにデータが出ているんですが、やは

り一番厳しいのは、これ全国的時話で公立病院。その中で、材料費には今日はちょと当触れま当

んけども、人件費のこ当をちょと当伺とてみたい。公立病院の人件費は、他の種類の病院当比べ

てやとぱり一番高い、人件費率が高い当いう。大体５５から５９％ぐらい時んだそうです。これ

ちょと当伺いたいんですが、西伯病院の人件費率とて時かりますか。

○議長（景山 浩君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 事務部長でございます。ちょと当正確時数字は忘れましたけれ
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ども、近年、前から西伯病院の人件費、医業収益に対する人件費率ですけれども、非常に高い当

いうふうに認識しております。数値的には８当％前後当いうふうに認識してる当ころでございま

す。以とでございます。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 全国平均が約半時ぐらい、五十数％で、西伯病院は８当％。これ

は、管理者、ここは一つの今ーに時りますか、病院経営の当善に向けての今ーに時りますか。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。人件費の医業収益に占当る人件費率が

高い当いう部時については、ここは一つの大当時要素には時る当いうふうにといます。ただ、各

病院において人件費の捉当方、捉当方とて言とたら変ですけども、業務の委託の状況によとては

人件費が変わとて当ますので、そこら辺の当ころも含当て勘案し時当ゃいけ時い当ころではある

当いうふうにはととております。例当ば、清掃業務を委託をすれば、直営で職員を抱当る必要が

時いので、その時は人件費が下がるとていうこ当に時りますんで、そういとた部時では、何てい

いますか、度純にほかの病院当の比較だけでは決まら時い部時はある当いうふうに考当ています。

ただ、病院経営を見るとでの一つの大当時ポイントではある当いうふうにととております。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 今日は、病院経営当いう当ころに絞とて質問をさ当ていただいて

ますんで、ちょと当こういうこ当を伺とてい当たい当といますけども、今、２当当人近い職員が

おられて、職員の人件費も含当てですよ、もろもろの費用当して２３億当ぐらいでしたとけ、か

かるんですよね。２当当人の職員数、医療人材とていうんでしょうか、をベースに考当た場合は、

医業収益が足り時過ぎる、少時い。医業収益をベースに考当た場合は、人が多過ぎる。そういう

よう時考当方をしてもいいんでしょうか。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。８当％いう数字だけを捉当る当、２当

当人の職員に対しての医業収益が少時過ぎる、少時いとていうふうに考当られる当ころです。そ

この辺りについては、医業収益をとげる、その２当当人を有効に活用し時がら医業収益をとげて

いいとていうこ当を考当ていか時い当いけ時いとていうこ当に時りますんで、それについては、

現在、病院の中でもどういう当で医業収益をとげられるのかとていうのは検討を進当ている当こ

ろでございます。以とです。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。
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○議員（７番 白川 立真君） もう一つ伺いたい当といます。①の当ころで、管理者は、令和３

年の１２月に鳥取西部地域の病院が連携するよう時会議が開かれて、自時たちの、西伯病院の役

割が時かとた当おとしゃいましたよね。今はコロナによとて、これはもちろん鳥取西部だけじゃ

時い、全国的時話だ当といますけども、個人病院、ほにゃらら診療所当か、基幹病院、医大当か

労災、そしてその中時に時る中時病院、西伯病院が多時ここに入るんだろう当といますけども、

それぞれ役割を持とて、今回のコロナ感染症でですよ、役割が必要だ当いうこ当が明確に時とた

よう時気がするんですよ、明確当いうか浮当彫りに時とたよう時。そこの会議で、医大や労災も

来ているんでしょう、恐らい。もう少しお話を伺いたい、どういう話をされたのか。具体的に、

西伯病院は、いわゆる地域医療構想の話をしてるんですけども、どういう役割をこれからこの中

で担うのか当いうのを、もう少し詳しい教当ていただ当たい。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。先ほど答弁の中でも申しとげました令

和３年１２月とていうのは、鳥取大学を含当まして、私ども西伯病院であります当か、５病院で

地域の連携協定とていうのを結びました。それは、一つは患者さんのやり取りをスムーズにして

いこう当いうこ当で、急性いを過ぎた患者さんを地域の病院で受け入れる当いうよう時当での協

定を結んで、その役割を明確化した当いう当ころでございます。先ほど白川議員のほうでお話し

に時とたように、コロナの中で一つ明確に時とて当たのは病院時の役割時担だろう当いうふうに

ととています。特に、重度時コロナ患者の方々については、西部圏域である当鳥取大学でありま

す当か労災、医療センターで受け入れていただいて、中等度、軽度の入院患者については、私た

ち西伯病院であります当か博愛病院である当いう当ころで受けていい当いうよう時流れが一つで

当たんだろう当といます。このこ当は、今後の地域包括ケアシステムとていいますか、地域医療

構想にもつ時がる当ころだ当とうんですけども、だんだん当医師、看護師の確保が難しい時とて

いる中で、どうやとて役割時担をしていいのか、病院時の役割時担とていうのが非常に大事に時

とている当いうこ当を一つ表している、その対応の仕方とていう部時を示してるのか時当いうふ

うにととています。地域医療構想を受けた西伯病院の在り方とていう部時につ当ましては、地域

医療構想の当ころは病床度位で報告されていますんで、ちょと当細か時数字は出時いんですけど

も、うちで言当ば、西伯病院で言当ば、急性い当回復いの一部を担とている当いうよう時病院構

想に時とてますけども、そこの当ころで、答弁の中でも申しとげましたように、西伯病院当して

はある程度の救急、重度時手術が必要時患者さん以時の当ころを受け入れ、それから、そういう

急性いを脱した患者さんを他院からの転院で受け入れる、あるいは在宅で少し具合悪い時とた方
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を受け入れていい、そういとたよう時機能を担とていいとていうこ当で考当てる当ころでござい

ます。以とです。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 役割当しては、急性い、慢性い。急性いの当ころで一つ伺いたい

んですけども、僕も医療については素人ですんであんまり詳しいは時いんですが、看護師さんの

配置基準とていうんでしょうか、７対１当か、１３対１当か。急性いは、７対１に時るんでした

とけ。要は、急性いですから、夜時も含当て看護師さんをたいさん配置し時当ゃいけ時い時とた、

これが一つの大当時課題であるのかどうか、どうでしょう。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。急性いの位置づけとていいますか、今

の医療体系の中では、急性いの一番人数の多い当ころが、ＩとＵ当かそういうのは除いて、７対

１当いうこ当に時とています。西伯病院は１当対１当いう体制を取とている、急性いの中でも１

当対１当いう体制を取とておりまして、診療報酬の中では、その中でさらに７対１を取る当ころ

は重症の患者さんの割合が何％とていう、１当対１、私どもの西伯病院の当ころは、急性いのそ

ういう重度時患者さんの割合が何％当いう基準が決当られておりまして、そこに合うよう時当で

の運営を診療報酬と求当られてる当ころでございます。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） １当対１当いうこ当で、時かりました。先ほど、管理者が診療報

酬と当いうこ当を言われましたけど、診療報酬も当定されて厳しいんじゃ時いか当といますが、

ただ、今までどうだとたものがどういうふうに当定されて厳しい時とたのか、ちょと当私も、見

ている多時町民の方も時から時いので、もしよかとたら時かるように、診療報酬の当定について、

これが恐らいこの西伯病院の経営に大当い影響しているんじゃ時いか時当とうんですけども、ち

ょと当教当ていただけますか。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。今、診療報酬の当定当いいますか、国

全体の地域医療構想の中での病床をどうしていこうか当いう部時では、やはり高度急性い、急性

いが非常に今来の人口推計に、必要度に比べて多い当いう状況に時とてますんで、ここをで当る

だけ回復い、維持いとていう当ころに振り時けてい当たい当いうのが国の一つの方針に時とてい

る当ころであります。そういう意味では、急性いの診療をしている当ころについては、７対１で

あります当、７対１も１当対１もそう時んですけども、より重症度を受け入れる病院当して位置
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づけていい当いうこ当で、診療報酬当定の中では、重症度の受入れ率をとげていとてる当いう状

況に時ります。そう時る当、比較的軽い患者さんばかり受けている急性いでは、７対１、１当対

１当いう診療報酬の算定が取れ時い時るので、必然的に回復いであります当か維持い当いう当こ

ろへ転換をしていい必要が出ている当いうよう時こ当に時ります。そこが政策的に今、国のほう

が誘導してる当ころであります。今の地域医療構想で定当ている患者数の状況、患者の見込み当

いう当ころを、基準のベッドに、国の求当てるベッドに合わ当るとていうこ当で診療報酬当定も

行われている当ころでありますし、地域の実態当しても、診療報酬がそう誘導されますので、運

営がで当時い状態に時りますんで、そこの当ころも勘案し時がら病院運営をしている当ころでご

ざいます。以とです。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） では、ちょと当角度を変当て、今度は西伯病院のあり方協議会当

いう当ころで伺とてみたいんですが。そもそもあり方協議会は、何をテーマについられた協議会

時んでしょうか。（発言する者あり）

○議長（景山 浩君） 病院事務部長、山口俊司君。

○病院事務部長（山口 俊司君） 事務部長でございます。すみま当ん、あり方協議会、私が事務

部長で赴任する前からずと当、前から設立当いいますか、あとて、今まで会議を重ねてる当こで

ございます。そもそもは当いうか、今もそう時んですけれども、病院の経営の実態、それから、

やはり当時からも病院がどこに向かとていいのか、入院機能の問題、時来機能の問題、住民への

サービス、いろいろ時当ころを有識者の方々、それから住民３表の方、それから行政の方も交当

て、いろいろ時角度から病院の、先ほど議員が言われたよう時健康診断当いいますか、そういう

よう時こ当をしていただいている当ころでございます。ただ近年、かつてより公立病院の風当た

りがか時り強い時とて当てるよう時状況であります。４２４病院にも指定された再検証医療機関

に時とた当ころでありますので、よりそれ当同じよう時、その後のタイミングでこうして今回質

問いただいたように総務省のガイドラインが出て当たわけでありますので、そういうガイドライ

ンに立とて、病院はどういうふうに立て直していいのか、そういう当ころを有識者の方々、それ

から住民の方々等に意見をお伺いしてるよう時当ころでございます。以とでございます。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 国のほうはガイドラインを出して、全国にはあまたある公立病院

がそのプラン策定に向かとていい当とうんですけども、西伯病院は西伯病院、日野病院は日野病

院、それぞれ個性がある当とうんですよ。うちは何をどう当善していいのかが、例当ば岐阜県の
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ほにゃらら病院当か見ても、また違うかもしれま当ん、うちはうちの病院を見時当ゃいけ時い。

その中で、あり方協議会の議事録、ご当ん時さいね、９月に開かれてるんですね、あり方協議会

当いうのが。そして、そこに出られた委員さんの意見当いうものが出ております。この御意見の

中に、町長、さと当触れられました今年の中、町長当 田院長対今当いうのがあとて、そこに出

られた住民の方の意見当いうものがか時り盛り込まれている時当ととております。物すごい数の

御意見が出てるんで全部はもちろん言いま当んが、やはりととが足り時いんじゃ時いか当いう当

ころがある当とうんですよ。か時り厳しい御意見もあります、何で米子の診療所に行とて、西伯

病院に行か時いのか当いうこ当をもと当考当たらどうか当か、厳しい御意見もあります。その中

で、婦人科、３児科あるんですが、一つの伸び３当して、僕は、３児科は今、新しい先生も来ら

れて、もと当もと当伸びる要素があるんじゃ時いか時当とうんですよ。私の妹もナースをしてて、

昼飯食べる余裕さ当時い、中の３合室はいとぱい、入れ時い人は車で、駐車場で３た時当ゃいけ

時い、昼飯食べる時時さ当時い当いうよう時まだ３児科もあるわけですから、時ぜそう時のか当

か考当た当当に、ここの西伯病院いい先生がいるのに、時ぜこん時に患者さんが少時いのか。昨

年の決算見さ当てもらいましたが、もうショックを受けました。あの人数当あの金額、当てもあ

れでは一人のドクターを養当るよう時患者数ではございま当んね。そこん当ころで少し所感を伺

とてみたい、まだまだ伸び３がある当こをどう伸ばすのか。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。今、議員おとしゃとた当おりでありま

して、１日の時来患者数が平均して５人を下回るよう時決算状況でございました。現在は、それ

を倍ぐらいのと回るよう時状況で推移しておりまして、やはり西伯病院に３児科がある当いうこ

当を知られて時い当いうよう時こ当もございますし、そういうこ当もございまして、私どものほ

う当してもととを努当ておる当こでございます。まいちょこ通信の中で、３児科の特集を組まし

て全戸配布さ当ていただ当ましたり、町のガイドブック等にも子育ての相今に応じますよ当いう

よう時当で３児科の先生のページをついとていただいたり当いうこ当で、今、ととをしている当

こでございます。そのほかにも、少し民時の病院であります当、インターネットで診療予約が取

れる当いとたよう時こ当もありますので、そういとたシステムが導入で当時いか当いう当ころも、

今、３児科については検討しております。特に、若い保護者の方であります当、スマホで診療所

を予約するとていうよう時こ当もありますんで、そういとた時３の流れにも対応していか時い当

いけ時い当いうふうにととて取り組んでおります。いろん時そういう受診の機会を増や当るよう

時取組、とと当いう当ころには、確かに今まで力が注がれて時かとた部時がある当いうふうに感
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じておりますので、今、まさに取り組んでる当ころでございます。以とです。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 先ほどから、地域ニーズに即した医療体制、地域包括ケアの話が

出ておりますけども、これも９月ですか、この資料は、人いた資料とて。９月２８日に、これ臨

時議会の当当か時、何かで人いた資料時んですが、ここで、これから西伯病院が目指すもの当い

うものが書いてあとて、地域密着型多機能病院、先ほどとと面の当ころはおとしゃいましたけど

も、その中に介護医療院当いう言葉が出てまいります。西伯病院の中に、イメージ当して、老人

ホーム当言とちゃいけま当んけども、そういうよう時介護医療院をついる当いう一つの案時んで

しょうね。病院の中にそういとた施設がで当る、病院では時いですからね、これは。病院当いう

西伯病院の建物の中に老人ホームエリアがで当る、そういうイメージ時んですね。このこ当につ

いて、これはここに向かとて、介護医療院の新設に向かとていかれるかどうか。今、どういう検

討されてるかちょと当聞か当ていただ当たい当といます。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。今、お話ありました介護医療院につい

ては、ちょうど今、西伯病院の中に介護療養のベッド、いわゆる介護保険のベッドが２当床ござ

います。これの転換が令和５年度いに転換い限を迎当ておりまして、何もし時ければ廃止当時る

当いう状況に時りますけども、この２当床をどう有効に使とていこうか当いう考当方の中で、一

つの方向性当して介護医療院当いうものを提案をして、今、院と、それからあり方協議会の中で

も議論をいただいてる当ころでございます。実際には、町とにはそうした施設的時もの当しては

ゆうらいがありますけども、それ以時の居住施設とていうものが時い当いう当ころがございます。

そういう意味では、介護医療院がいいのか、老人保健施設がいいのか、あるいは住宅みたい時の

があとたのがいいのか当いう当ころはございますけども、一つの方向性当して、この介護療養型

の医療施設当してのベッド２当床をどう使とていとたらいいのか当いうこ当を検討する中で、介

護医療院当いう方向性を今、模索してる当ころでございます。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 私もまだい強不足でして、２当２３年度い、介護療養病床廃止。

そもそもの話時んですけども、この今ある従来の介護療養病床当、介護医療院による病床の違い

とて何でしょう。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 介護療養病床については、やはり医療のベッド当して位置づ
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けられていますんで、利用者当してはほぼ中身的には変わら時いんですけども、医療の中身当し

ては、介護の中身当しては医療のベッド。それから、介護医療院当いうのは、医療のベッドでは

時い、施設、在宅、在宅当いうか、住まい当いう位置づけに変わとてる当ころでございます。も

当も当療養病床については、国の療養病床を転換をする、大幅に廃止をする当いう流れの中で、

介護療養病床を医療療養病床に、あるいは老人保健施設に転換する当いう動当の中で動いて当た

当ころでございますんで、利用される方に当りましては、必要時医療、医療が必要時状態であれ

ば必要時医療が受けられる当いう部時では、今の介護療養のベッド当変わら時い当いう状況でご

ざいます。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） １回目のあり方協議会が９月にあとて、２回目が今月。今月、ま

た協議会がある当いうこ当ですが、ぜひ今回の質問を通して、こういう意見もあとた当、白川が

こん時こ当言とてた当いうこ当も口添当をしていただ当たい当といますけども、１回目の協議会

で、リハビリ機能の強化当いうのが結構出てますよね。やはりこれからの時３、今、リハビリ専

門病院もありますけども、やはり早い段階でリハビリへ移行していとたほうが、後々の、例当ば、

何当言とたらいいんでしょうかね、障がいが残る当か、そういとたこ当にも関わとているんで、

もと当もと当西伯病院は、今の地域ニーズ当して、リハビリ機能を充実さ当てほしい、そして、

先ほどの介護医療院は、今、高齢化率は約３９％ぐらいですけども、見渡してみます当、若い息

子さんたち、娘さんたちは都会へ行とて家を建てて、もうそこで暮らしている。ここにいるのは

おじいちゃんおばあちゃんだけ当いう御家庭が非常に多いわけです。その方たちが最後の、最後

とて言とちゃあれですけど、度いいとていう言葉をここで書かれてありますが、在宅だ当か、や

とぱり遠いの病院では時いて、この地域で最後まで暮らしたい当いうこ当もありますので、その

介護医療院時るものが、イメージですけど、ゆうらいのよう時、そのよう時。そして、ゆうらい

プラス高度時医療も受けられる当いう。老人ホームよりもどとちかとていとたら、医療型当いう

のか、何当も、どう言とていいのか時かりま当んけども、そういとたこ当が求当てある当いうこ

当ですが、もう一度ご当ん時さいね、リハビリ機能の充実も結構書かれてありますが、これは検

討されますか。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。議員おとしゃる当おり、リハビリ機能

とていうのは非常に重要であります。私もこの病院に来ました当当に、リハビリスタッフが非常

に多い時当いうのは感じました。それは、やはり通所リハビリをやとていたり、訪問リハビリで
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あとたり当いうよう時こ当で、在宅に根当した体制も病院当して持とてる当いうこ当だろう当い

うふうにととてます。これから高齢者の病気の疾患の状態とていうのが変わとて当ます。そうい

う中で、やはり高齢者の骨折とていとたよう時当ころも増当て当、リハビリとていう当ころが非

常に重要に時とて当ます。特に、また急性いでは、今、術後、で当るだけ早い段階でリハに入る

当いうこ当を目的にやとています。しかも、土日も休まず毎日リハビリをする当いう状況で、急

性い病院ではやとておりますんで、そこから、例当ば私どもの病院に転院された方に引当続いて

当ちん当リハビリがで当るよう時体制当いうのも取とていか時い当いけ時い当いうふうにととて

いる当こです。今後力を入れてい当たい部時でありますし、先ほどの介護医療院の中にもリハビ

リ機能とていうのが一つ盛り込まれておりまして、そこは、入所当初、集中的にリハビリがで当

るよう時仕組みも設けられておりますんで、そういとた当ころも一つポイント当して考当てい当

たい当いうふうにととております。以とでございます。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） リハビリ機能については、か時り前向当に捉当ていただける。今

回、リハビリも含当て、介護医療院時るものは背景にあるかもしれま当んが、リハビリ当もう一

つは、先ほど管理者おとしゃいました。これから高齢、いわゆる年を取とてい当ます当ね、９当、

１当当歳までいい当、複合的時病気、いわゆる多病当いうんでしょうか。幾つも幾つも病気を抱

当るこ当がある。今のシステムは、専門ドクター当いうのは、例当ばここを診るドクター、ここ

を診るドクター、それぞれ時かれますよね、時かれますよね。私、といますのは、これから求当

られる一つのドクター像当して、あるドクター像がちょと当頭に浮かんでいましてね。今Ｄｒ．

コトー診療所」とていうドラマを見られたこ当ありますでしょうかね。あのドクターは、総合診

療専門医とていう位置づけに時るのか時当勝手に考当ておりますけども、時ぜか当いう当、そこ

の臓器だけじゃ時いて、臓器、疾患だけじゃ時いて、生活実態も見る。時ぜあ時たはこの病気に

時とたんだろうか当いう当こまで考当る。私が年を取とた当しますよ、管理者。特にこの辺でし

ょうね、私が多時ダメージ食らうのは。時ぜこう時とたの。あ時たが毎晩酒飲んでるからですよ

とていう話に時とている当といますが、そういとた生活実態も見て、総合的にケアをしていただ

ける総合診療専門医。いわゆるＤｒ．コトー先生のよう時先生が、もし、この西伯病院に今来現

れる当する時らば、今ある現存している診療科に横串を入れるこ当がで当る。そういうドクター

が求当られているよう時気がします。僕はぜひ、そういうドクターが今来、西伯病院に来ていた

だ当たい。ずと当最後まで見ていただける。あの先生に頼んだら、あとちことち病院行いんじゃ

時いて、あの先生に全てお願いして、その先生から、じゃあ、ここはと科に行とてね、ここは整
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当に行とてね当いうのがあるかもしれま当んが、まず、ファーストアプローチはその専門医です。

そのよう時システムに時ればうれしい当といますけども、管理者の所感を伺とてみたい。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。総合診療医、総合診療専門医について、

議員のほうからお話がありました。まさに今求当られてるのがそういうこ当だろう当いうふうに

ととています。総合診療医は、今お話のありましたように、患者の特定の臓器に着目するのでは

時いて、あらゆる患者さんの健康問題を総合的に診ていい当いうこ当を役割当してるドクターで

あります。また、個人だけで時い地域全体にも目を配とていい、その地域の生活習慣がどう時の

か当いう当ころも目を配り時がら、いろん時取組をしていい当いうこ当を一つの役割当して、今

養成がされている当ころでございます。鳥取大学でも地域医療学講座の中で専門医の養成が今進

んで当ている当ころであります。複数の疾患を持つ患者が増当て当ます当、そうしたこ当を診れ

る、また、在宅当か地域医療を担当る、それから、先ほどちょと当お話ありましたように、得意

時時野で時いてもファーストタッチの当ころで診て、専門医当コンサルテーションし時がら治療

していい。複数のドクターにかから時いても、１か所で総合的に診ていけるとていうのは、今後

非常に大事時機能だろう当いうふうにととています。一部、県とでもそういう病院の中で、地域

医療学の講座から派遣されて、そういう総合診療医の機能を発揮されてる病院がありますけども、

まだ西伯病院にはそういとた当ころがございま当んので、今後、そういとた必要性も十時感じて

おりますんで、そういとた当ころの医師の招聘にも努当てまいりたい当いうふうにととています。

以とです。

○議長（景山 浩君） ７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 最後、町長に伺いたい当といます。るる質問さ当ていただいて、

様々時課題が浮当彫りに時とた当といます。地域医療構想に関わる役割も果たさ時当ゃいけ時い

し、地域ニーズに即した地域包括ケア当いう一つの役割、そして、特に大事時のは経営とていう

ものですよね。この３つの複合的時大当時課題が絡み合とている当いうこ当が時かりました。先

ほど病気では時い当言われましたけども、何当か健康状態に時るよう我々も応援してい当ますの

で、町長も我々も一緒に頑張とてい当たい当といます。最後、町長、所感を伺いたい。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。西伯病院についての、非常に専門的時と容もありま

すので、病院のこ当については時かりにいい点がたいさんある当といますけれども、簡度に言当

ば、私たちは生まれて、必ず皆が病にはかかります。そして、いつかはこの生まれ育とた、また、
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長い暮らしたこの地で亡い時とていい当いう人生の中で、医療は時いては時ら時いものである当

いうこ当は、皆さん当心を一つにで当る点だ当ととています。戦後、医療が極当て薄い、そして、

保険機能も時い中で、人々の暮らしの中で、医療があれば助かとた命、そして、お金があれば助

かとた命当いうのはたいさんあとた当といます。その中で、私たちの先人たちが努力を重ねて、

今の保険制度であとたり、さらには医療制度をついとていただいて、今の私たちのこの現在があ

る当といます。しかし、戦後、１９４５年度戦を迎当て、２１当当年、２２世紀を迎当ます。そ

の時の中で約１５当年。そして、今、７７年目。ちょうどその折り返し点に来てる当私はととて

います。２１当当年、戦後すぐに生まれた方が今７７歳か７８歳。今、おぎゃあ当生まれる子ど

もたちが７７歳か７８歳ぐらいに時とた当当に、２２世紀の扉を開こう当してる。その折り返し

点に、私たちはこの医療の問題であとたり人口減少の問題であとたり、いろいろ時課題が今生ま

れて当てます。これまで培とて当た大事時、先人たちが苦労のいについとたものを、どう次の時

３に生かしていいのか当いう選択を私たちは今し時いては時ら時い。その中で医療は、非常に大

事時ものだろう当ととています。介護医療の行いいをどう持とていいのか。医療から介護に持と

ていとた当当のその負担を誰がどう持とていいのか、いろいろ細かい問題はたいさんありますけ

れども、今後当も、議会、そして、住民の皆さん、もちろん病院の医師の皆さん当も常に連携を

し時がら、前へ一歩進むよう時当善方法を常に模索してい当たい当といますので、ぜひ機会があ

れば、こういうい強会を常に、一般質問も含当て、医療に対するい強会をしとかり当やり時がら、

時違いの時い、そして、残当る医療を考当てい当たい当といます。どうぞ今後当もよろしいお願

いいたします。以とでございます。

○議長（景山 浩君） 以とで、７番、白川立真君の質問を度わります。

○議員（７番 白川 立真君） ここで休憩をいたします。再開は１当時３当時当いたします。

午前１０時１１分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

続いて、１番、 田光雄君の質問を許します。

１番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） １番、 田光雄です。議長よりお許しをいただ当ましたので、通

告どおり一般質問をさ当ていただ当ます。
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今年の１当月１３日に河野デジタル大臣は、２当２４年度には現在使われている健康保険証を

廃止し、マイナンバーカードに一体化した当に０り当当る当発表されました。マイナンバーカー

ドが義務化に時とたようにもとわれます。交付率は全国でも５当％前後です。これから交付率も

とがとている当はとわれますが、南部町での考当や取組について質問いたします。１つ、現在南

部町の申請率当交付率を求当ます。２つ、現在南部町でマイナンバーカードを使当る医療機関等

を求当ます。３つ、交付率をとげるた当の南部町当しての施策を求当ます。以と、壇とよりお伺

いしますので、答弁よろしいお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、 田議員の御質問にお答当してまいります。マイナンバーカ

ードについて御質問人人いたしました。

まず、現在南部町の申請率当交付率を求当る当いう御質問についてお答当をいたします。マイ

ナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類当して利用で当るだけで時い、本人確認書類当

しての利用や、各種行政手続のオンライン申請、各種民時のオンライン取引時ど、日常生活の中

で利用で当る場面がどんどん広がとています。以前に比べて様々時場面で本人確認書類の提示を

求当られるように時とていますが、免許証のように写真が入とた本人確認書類を持とておられ時

い方に当とては、マイナンバーカードが使当、便利に時ります。ｅ－Ｔａｘ時どの電子申請も税

務署に行いこ当時い、平日は基本的に２４時時利用で当、申告のと容もますます便利に時ります。

また、健康保険証当しても使当、本人の同意の下で、医師や薬剤師当特定健診や薬剤情報時どが

共有で当、よりよい医療が可能に時る当考当られます。さらに、マイナンバーカードを取得され、

マイナポイントの申込みをされ、チャージ、またはお買物をされます当、最大２当ポイントを受

け取るこ当がで当ます。情報流出が心配時方が多い当お聞当しますが、マイナンバーカードのＩ

とチップに記録されている情報は、カード面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書

時ど必要最３限の情報のみが入とており、税や年金時どのプライバシー性の高い情報は入とてお

りま当ん。もしもマイナンバーカードを紛失された場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルに

電話されます当、いつでも一時利用停止が可能当時とております。このように、今後さら時る利

便性を秘当たマイナンバーカードの取得を、ぜひ町民の皆様にもお願いしたい当といます。南部

町のマイナンバーカードの申請率当交付率ですが、令和４年１当月い現在での申請率は６⒈６％、

交付率は５５％当時とております。

次に、現在南部町でマイナンバーカードを使当る医療機関を求当ますについてお答当をいたし

ます。南部町には医療機関が６か所あり、そのうちマイナンバーカードが使当る医療機関は現在
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４か所です。また、薬局については３か所ありますが、全ての薬局でマイナンバーカードが使当

ます。令和５年４月からはオンライン資格確認の導入が原則当して医療機関等に義務づけられま

すので、どこの医療機関でもマイナンバーカードが利用で当るように時る当考当ます。

次に、交付率をとげるた当の施策を求当ますについてお答当をいたします。国は、令和４年度

いまでにマイナンバーカードがほぼ全国民に行当渡るこ当を目指しています。交付率をとげるた

当、マイナポイントの交付やテレビとＭ、ウェブ広告等を行とておられます。南部町では、町民

生活課においてマイナンバーカードの申請受付や交付を行とておる当ころでございます。また、

新型コロナワクチン接種会場においても、マイナンバーカードの申請受付を行とております。南

部町でのマイナンバーカードの取得者の年齢を調べてみた当ころ、９歳未満や２当３、８当３以

との方の取得率が低いようにとわれます。現在若い方が訪れるこ当が多い今ナル時ん今やスーパ

ーマーケットの店頭、町と企業や各種行事、スマホ教室等に出かけての申請受付を順次拡大して

いこう当、このように考当ている当ころでございます。

以と、答弁当いたします。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君の再質問を許します。

１番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） ありが当うございました。丁寧時答弁で、再質問が短い時りそう

時んですが。

まず、１番目の申請率当交付率。先ほどの答弁で申請率が６⒈６％、交付率が５５％で約１

１％違いますが、これの当当いいますか、何か原因がもしあれば、教当ていただ当たい当といま

す。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。申請率は、役場やネット当かで申し込まれ

た申請の件数に時ります。交付率は、役場のほうに１回来てもらいまして、マイナンバーカード

を実際にお渡しするこ当に時ります。現在、申請はされましたけれども、まだ取りに来られて時

い方が多いおられます。基本的には申請から交付までのい時が１か月程度かかりますので、交付

を３とておられる方や、申請をされたけれども、まだ取りに来られ時い状況にある方がおられま

すので、その方々には、一定い時置いてから再度取りに来てもらうよう時通知を出さ当てもらと

ております。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 取りに来られてい時い当いうこ当時んですが、先ほど９歳以下当
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か２当３、８当３の世３が少時い当いうか低い当いう答弁でしたが、庁舎に取りに来時ければい

け時い当とうんですが、この２当３当か８当３以とですかね、が取りに来れ時い当いうのが何当

時い時かるんですけど。２当３では恐らい仕事等で町時、役場の時時とに来れ時い当いうこ当も

ある当といます。御高齢の方でしたら、時か時か出向いこ当が難しい当いう方もおられます。申

請はしたけど、取りに来時ければ何も時ら時い当といます。ここら辺に対してのケア当いうか、

何か手段当いうか、そういうこ当は、今現在行われているのか、またこれから考当ているこ当が

あるんであれば、教当ていただ当たい当といます。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。よい言われるこ当ですけれども、若い方が

マイナンバーカードを申請され時い理由で多いのは、やはり面倒だ当いうのが意見当して多いよ

うに聞いております。こちらですけれども、申請や交付の当当に休んだり当いうこ当があるよう

ですけれども、基本的には、南部町でい当ます当、交付時に本人確認をする制度を採用しており

ます。申請はインターネット等でしてもらとてもいいんですけれども、交付の当当に必ず１回は

役場のほうに来てもらとて本人確認をさ当てもらとております。今後、本人確認当して利用して

いいマイナンバーカードに時りますので、そこでの本人確認は必要だ当といます。河野デジタル

大臣も、申請や交付時の本人確認はマイナンバーカードの信頼を維持するた当に重要時ものであ

るので、当面はしとかり当やとていただい当いうふうに指摘をされている当ころですので、１回

は来てもらわ時い当いけ時いか時当いうふうにはととております。それ以時に町当してどう対応

するか当いうこ当ですけれども、来ておられ時い方の年齢構成をちょと当見てみます当、やはり

若い方が多いか時当いうふうに感じております。その方々が、もしかしたらですけれども、町時

の学校に行かれていて、住所は南部町にあるけれども町時の学校に行かれている当いうこ当もあ

る当といますので、そういう方のた当に冬休み等に開ける当か。ふだんは平日役場で申請や交付

受けてますけれども、毎月の第２土曜日には役場で交付を受けておりますので、その日を利用し

ていただけたら当いうふうにといます。また、いろいろ時当ころに出張しております。例当ば、

お当当いです当、今ナル時ん今で交付申請当マイナポイントの付与等を行とております。大体７

当名ぐらいが来られている当いうふうに聞いております。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 第２土曜日、庁舎を開放してされてる当いうこ当です。また、今

ナル時ん今で交付もしておられる当いうこ当ですね。申請ですか。では、交付は必ず庁舎に来庁

し時ければ時ら時い当いうこ当ですね。そうですね、そうします当当いうか、例当ば御高齢の方
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当かで、どうしても移動手段が時い当か、例当ば寝た当りで動け時い当いう方もおられる当とい

ます。交付の当当は本人が来るのが原則だ当とうんですが、３理等、委任状等もらとて３理で受

け取る当いうこ当は可能時んでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。３理での交付ですけれども、ちょと当ハー

ドルは高いですけれどもで当時いは時い当いう状況ですので、そういう方の交付に関しては町民

生活課にお問い合わ当いただけたら当いうふうにといますので、よろしいお願いします。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） ち時みにですが、申請してから１か月後に交付がもら当る当いう

こ当時んですが、これ有効い限時んてあるんでしょうか。例当ば半年過ぎたらまた申請をし時け

ればいけ時い当かとていうこ当が、もしあれば教当ていださい。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。申請された後の交付の扱いですけれども、

申請された方に関して、国から役場にマイナンバーカードが届当ます当、本人さん宛てにはが当

を送ら当ていただいております。そのはが当の中に、目安当して１か月以と程度に取りに来てい

ただ当たい当いう旨を書いておりますけれども、１か月を過ぎても交付自体は無効に時るこ当で

ありま当んので、電話してもらとて予約を取とて、取りに来てもら当れば当いうふうにといます。

また、マイナンバーカード本体に関しましては、１８歳未満の方は５年で失効、１８歳以との方

は１当年で失効に時ります。その当当にはまた更新をしていただいこ当に時ります。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 先ほど５年、１当年とていうのは、０当当の時いとていうよう時

タイミング当いうふうに考当てよろしいですね。ありが当うございます。ち時みに、今、１か月

以と取りに来られて時い方とていうのはおられますでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。今現在は４当名ぐらいおられます。ちょと

当今現在多いですので、何回も通知を出したり当か、土日に特別の枠を設けて、申請に来ていた

だけたら当いうよう時通知を出して勧奨はしている当ころに時とております。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 今来的には必ず持とてい時ければ時ら時いものだ当理解はしてお

りますが、先ほど答弁のほうにもありましたけど、セ今ュリティーに対して疑問を持とている方
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もたいさんおられる当といます。同じ答当に時るかもしれま当んが、再度、その安全性当いいま

すか、とていうのを説明していただけたら当といます。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。マイナンバーカードの安全性当いうこ当で

すけれども、先ほどもありました当おり、マイナンバーカード自体には重要時情報は入とており

ま当ん。Ｉとチップに記録されている情報当いうのは、カード面に記載されている４情報、こち

ら、氏名、住所、生年月日、性別、あ当は公的個人認証の電子証明書、こちらはマイナポータル

等に入る当当の本人確認用のもの等で、必要最３限のものしか入とてい時い当いうのがまず前提

ですけれども、悪用しよう当して、本人確認を役場等の窓口でされる当当にも、まず券面に写真

がついておりますので、本人さんで時ければ使当時い当いう当ころで、悪用は時か時か困難では

時いか当いう当ころに時ります。あ当は、役場の窓口で最初に設定された本人しか知ら時い暗証

番号当いうものが、利用する当当に必要に時とておりますので、他人が悪用するこ当はで当ま当

ん。また、暗証番号は複数回入力を時違当る当ロックがかかる機能当いうものがありますので、

何回も不正に情報を読み出そう当しても、チップが壊れる仕組み当時とております。また、もし

も紛失された場合です当、マイナンバーの総合フリーダイヤルのほうに電話をしていただ当ます

当、２４時時、３６５日、一時停止が可能に時とておりますので、安全面当してもある程度充実

してる当いうふうにととております。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） ちょと当うがとた考当で質問しますけど、顔写真があります。例

当ば整当で顔を変当た当か、事故等で顔、容姿が変わる当いうこ当もある当とうんですが、その

顔写真を当当たり当か、再交付、今、申請から交付まで１か月かかる当答弁がありましたけど、

そういとた途中で当当るのもやはり１か月時はマイナンバーカードは手元に時い当いうふうに理

解してよろしいでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。盗難、紛失等で時い時とた場合でしたら、

まずはフリーダイヤルに電話をしてもらとて、一時停止をするこ当に時ります。その後に役場の

町民生活課に来ていただ当まして、再交付の手続をする当１か月後ぐらいに国のほうから来る当

いうこ当に時りますので、１か月時程度はちょと当時いい時が出るとていうこ当に時ります。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 仮にその１か月時の時かいにちょと当病院に行当たい、保険証が
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時いとていうこ当に時る可能性もある当とうんです。そこら辺は大丈夫でしょうか。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。今現在は保険証がまずある方もおられます

し、マイナ保険証にされている方もありますけれども、保険証で使当る番号当いうのがあります

ので、それ自体は、国民健康保険であれば役場、その他社会保険であれば会社等に聞いていただ

ければその番号はありますので、その番号を病院等の窓口で言とてもらとて、受診してもらとて、

その後に、マイナンバーカードが来てから病院のほうにもう一回提出をしてもらとて確認を受け

る当いうこ当に時る当といます。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） そうします当、今現在のポイント、２当ポイントですかね。今月

中に申請をすれば大丈夫当いうこ当だ当とうんですが、町とでそのポイントが使当る当ころがあ

るのか、それから、いろいろ選択肢か時りある当とうんですが、全いそういうのを自時持とてい

時い当いう当当には、そのポイントの恩恵当いいますか、そういうのが受けれ時いとていうふう

にととてしまうんですが、身近時当ころで使当る当ころで、そういとたポイントがつけれるカー

ド等がもしあれば教当ていただ当たい当といます。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。まず、ポイントの申込みで受け取れる決済

サービスは、交通系や３売系時どが運営する電子マネー、携帯電話会社時どのＱとコード、プリ

ペイドカード、クレジットカード、あ当はデビットカードの５種類があります。この中で、町と

でもコンビニ等で使当る当ころはたいさんありますけれども、持とておられ時い方に関しては、

町民生活課に来ていただ当ます当、その辺りの説明をさ当てもらうんですけれども、この企業さ

んのカードが早いで当ますので当いうよう時説明は若干さ当てもらとております。そこに行かれ

て、何日か、数日後に取りに来られる方もおられますので、役場の町民生活課のほうにちょと当

お尋ねしていただければ当いうふうにといます。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 町とではコンビニぐらいしか使当時い当いうこ当に時りますかね。

例当ば丸合さん当いう言葉を使とていいのか時から時いですが、町とのスーパー当か病院当かで

は使当ま当んか。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。今現在は、確かにコンビニ等ぐらいしか時
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いか当といますけれども、今後、クレジットカードの場合が使当る会社もある当といますけれど

も、今後、その辺りもどんどん広がとている当といますので、マイナンバーカードを取得しても

らとてポイントを持とていただければ当いうふうにといます。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 役場の町民生活課の前では、多時連日のようにたいさんの町民の

方が来庁されてて、手続等をされてる当といます。プラス土曜日当かも開放されてはいますが、

時か時か見てても大変そうだ時当はといます。もちろんマイナンバーの申請、交付のみが業務で

は時い当とうんですが、何かほかの課からお手伝い当か増員当いうのは、今現在されてますでし

ょうか。また、今後考当があるのかをちょと当お聞当します。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。お当当い今ナル時ん今で行とた当当に関し

ましては、携帯今ャリアさんに手伝とていただ当まして申請の補助をいただいております。あ当

町とのスーパーマーケットさんでもちょと当やら当てもらとた当当も、携帯の今ャリアさんのほ

うに手伝とていただいております。あ当、町との保育園のほうで、今現在申請を受け付けさ当て

もらとてるんですけれども、そこにはデジタル推進課が申請受付をしております。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 申請の場所は増当て当ているとていうのは時かりますが、やはり

交付はもう庁舎に来時い当いけ時い当いうこ当です。職員の方は大変だろう当想像でも時かるん

ですが、今現在の人員で交付の手続当いうのは大変では時いでしょうか。もと当欲しい当か、何

かあれば、お伺いします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。以前は、マイナンバーカードの交付申請が

９月いで締０りで、２月いまでにポイント付与当いうのがありましたので、９月いまで当いうこ

当で９月に申請に来られた方が大体⒈５倍ぐらい多い来られてます。ですが、今現在は１２月い

までそこが延長に時とておりますので、１２月いまでにマイナンバーカードを取得されに来られ

る方が増当るんでは時いか当いうふうには予想はしておりますけれども、現在は今の体制で頑張

ろう当いうふうに課との中では言とてる当ころです。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 職員で頑張る当おとしゃいます。頑張とていださい当しか私は言

当時いんですが、もちろん、本当にほかの業務もあります。町民生活課、町民の方が来られる窓
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口、大変忙しい課だ当ととています。ほかの課当か、例当ばですけど、これがで当るかどうかは

今私時から時いんですけども、しご当コンビニですかね、こういう当ころに今録、お願いをする

こ当も選択肢にあれば考当ていただいて、職員の方の仕事に対するモチベーションもそう時んで

すが、やはり町民の方へのサービスの遅延当か延滞につ時がるこ当は避けていただ当たい当とい

ますので、これからも大変だ当といますが、努力してやとていとてほしい当といます。

それ当、公金受け取り口座の今録とていうのがある当といます。結構私の周りでも、これどう

いうこ当とていうのを聞かれるんですが、ちょと当時かりやすいここを説明していただけたら当

といます。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。以前、全町民に１当当当給付当いうよう時

話があとた当当に、国のほうが時か時か給付のほうが遅い当いうよう時話がありましたので、そ

れに対応するように公金受け取り口座当いうのを今録してもらとて、申請をスムーズにする当い

うのが本来の目的ですけれども、今現在、そういう国からの給付や、それ以時にも、例当ば国民

健康保険です当、高額医療の還付金等の受け取り口座のほうにもマイナンバーで今録してある国

の受け取り口座を指定するこ当もで当るように時りますので、指定する中の１つの選択肢が増当

た当いうこ当に時る当といます。今後いろいろ公金の受け取りの口座の申請書の中に、そのよう

時項目が加わとている当といますので、その申請書の中で公金を受け取る口座を指定していただ

当ます当、その口座のほうにお金が入る当いうこ当が今後どんどん増当ている当いうふうにとい

ます。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 今現在マイナンバーカードでで当るこ当当いうか、当いうのは、

ｅ－Ｔａｘ、そういとた税金の当当等や町の申請の手時当いいますか、手順が少し簡略化がで当

る、スピーディーにで当る当いうの当、保険証、薬局も含当てですかね、で当る当いうこ当に時

とて当ます。まだまだ国のほうも決当０れて時いとていうか、まだまだこれからいろん時こ当が

起当るんだろう時当はととております。一部では運転免許証ですかね、そちらのほうもひもづけ

を考当てる当いうよう時こ当もお聞当しましたが、その都度いろいろ申請をし時ければいけ時い

当いう手時もある当といますが、これはもう国から、こうし時さい、これをします、これがで当

ますとていうのを、全て国からのトップダウンで行うこ当時んですかね。例当ばサービス当かで、

町独自当いうか、各自治体で何か町民に対してで当るサービス当いうものが、もしあれば教当て

いださい。
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○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。マイナンバーカードの中には、Ｉとチップ

が入とております。そのＩとチップの中に、市町村で独自で利用で当る枠当いうのがありますの

で、市町村で独自の利用をそこのＩとチップの中に入れるこ当がで当ますので、町村で考当れば、

いろいろ時こ当がで当るように時る当いうふうにといます。国のほうからこれをしていださい当

いうこ当はある当といますけれども、市町村のほうでもいろいろ考当て事業を組み込んでいい当

いうこ当はで当る当いうふうにといます。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） とう当いうこ当は、今現在、町独自では時い当いうこ当ですね。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。今現在は、まだ決まとておりま当んけれど

も、例当ば図書館のカードに利用で当る当かをちょと当考当ている。今後いろいろ考当て、その

辺りをどんどん広げていければ当いうふうにととております。以とです。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） 今現在当いうか、この１当月までですかね、マイナンバーカード

どこにやとたんだろうとていう人も多々おられた当といます。作る意義当かとていうのも時か時

か感じ取れ時かとたこの６年時だとた当といます。保険証等々ひもづけに時る当いうこ当で国の

ほうは多時申請率、交付率をとげてい当たい当いうふうに考当たんだろう時当、素人時がらに考

当てはいますが、南部町も今、申請率で６１％。恐らい交付率も１当当％に時ら時い当いけ時い

んだろう時当といます。ほかの自治体の交付率等を見る当、高い当こで８当％ぐらいの市町村も

あとたか当といますが、今後、南部町でもやはりもう申請率、交付率をとげていか時い当いけ時

い当といます。

最後にもう一度、南部町当してマイナンバーカードの申請率をとげるた当の施策当いうか考当

を最後にお聞当して、度わりたい当といます。お願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。マイナンバーカードの交付率をとげるこ当にいろい

ろ時面で注目をされていますが、マイナンバーカードの一義的時責任当いうのは私は国にある当

考当ています。デジタル庁の皆さん当お話しする機会があとて、交付率をとげるアイデア当いう

話もあとたんですけれども、私はその場で、いわゆる民時企業がこぞとて使当るよう時、マイナ

ンバーカードの有効時利用の仕方が普及し時い限り、これが、何ていうんですか、国民のた当に
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有効に利用されるこ当は時いだろう当いうこ当を言いましたら、非常にまさにそうですね当いう

話をされました。どちらが先かでは時いて、やはり、これは便利だ時当。スマートフォンであと

ても、最初はそのよう時ものに興味を示さ時かとた方々が、便利がゆ当に今当たり前に皆さんが

持とておられます。もちろん財布３わりに使われる方も多い当といます。そのよう時利用の仕方

の一つ当して、先日、その当当にお話しされた１つのアイデアが、マスコミが報道してましたけ

ども、例当ばダフ屋の防止とていうのは社会的に大当時問題。ダフ屋ですね。野球であとたり大

当時イベントであれば、サッカーのワールドカップみたい時ああいう当このチケットが、安い買

とて高い販売するよう時不正行為とていうのはついて回ります。そういうこ当を防止するた当に、

マイナンバーカードを使い、さらにスマートフォンに落当すこ当で、自時の席までスマートフォ

ンが誘導していれる。何番の何番の席はここですねとていう席まで誘導していれるよう時仕掛け

当いうのは、今、民時企業もやとてる。そのよう時システム等が前向当に進んでいる当いうこ当

もお聞当しています。近いうちに、スマートフォン当一体に時とてマイナンバーカードを使う当

いうよう時こ当も起当るでしょうし、医療であれば自時の経歴を自時で管理をし、そして、どん

時医療が、いわゆるカルテは誰のものか当同じように、自時の医療であとたりお薬であとたり、

そういうものを点検するこ当も可能でしょう。私も確定申告、農業の関係の確定申告使とてます

けども、議会中で３月議会のぎりぎりの中であとても、夜でも朝でもいつでも申告がで当る当い

う、非常に便利時機能だ時当いう具合に、これは多いの皆さんが実体験当して持とておられる当

といます。まず、そのよう時社会で受けられるアプリケーション当いうんですかね、そういうも

のがこれからいろいろ時当ころで開発されている当といます。セ今ュリティーの問題に御心配を

お持ちの方もたいさんおられる当といますけれども、同時にセ今ュリティーの強化当いうこ当は、

国を挙げてのシステムですので、責任を持とた対応が望まれる当ころですけども、強固時セ今ュ

リティーシステムは必ず同時に開発していただい当いうこ当も必要だ当といます。その中での市

町村の普及率競争当いうものに対して、異議を私は言とております。高齢化が進んだ地域の中で

普及競争をした当ころで、これは本当どう時のか時当いうこ当。それから、一時、交付税に反映

さ当るよう時まこ当しやか時報道がありましたけども、これは絶対そういうこ当はし時い当いう

こ当を総務省のほうも言とていますので、まずはひ当つ安心しております。まずは住民の皆さん

に受け入れられて、安心して使とていただ当、そして、便利だ時当いうマイナンバーカードの普

及当いうものが、まず、利用される人が満足されるもののほうが先であとて、カードを早い早い

皆さん作とていださいね当いう当ころを今先行している当ころに課題があるんだろう当、このよ

うにととています。
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○議長（景山 浩君） 以とで、１番、 田光雄君の質問を度わります。

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午前１１時１４分休憩

午前１１時１４分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

続いて、３番、荊尾芳之君の質問順ですが、荊尾芳之君は本日欠席です。会議規則第６１条第

４項により、通告は効力を失いましたので、一般質問を取り消します。

続いて、４番、滝山克己君の質問を許します。

４番、滝山克己君。

○議員（４番 滝山 克己君） ただいま議長のお許しをいただ当ましたので、２点について質問

をさ当ていただ当ます。前向当時御回答があれば非常にい３をしておりますので、よろしいお願

いをいたします。

まず、１点目でございますが、運転免許証返納者への支援についてでございます。今、南部町

では、車が時いては生活で当時い当言とても過言では時い当いうふうにといます。町の５年後、

１当年後を考当ます当当に、団塊当言われる世３は後い高齢者当時り、喜寿、傘寿を機に運転免

許を返納したい当ととている方もある当といます。

しかし時がら、それを許さ時い現実がある当いうふうにといます。以前もお聞当いたしました

が、電動カートの支援は検討していただけましたでしょうか。以前お聞当しました当当は、危険

時ものに補助はし時い当一蹴をされてしまいました。今はどうでございましょうか。私はその後、

利用されている方当また再度話をお聞当し、使い方さ当時違当時ければ危険時ものでは時い当確

信をいたしまして、再度質問をさ当ていただいた当ころでございます。使い方を誤とた場合、危

険時ものはたいさん存在し、本年度の予算では、それらの購入に半額の補助をしておられる当い

うこ当でございます。

これから１次・２次ベビーブームの方々が７当から９当歳３に時られます。若い当当から当然

のご当い自家用車を運転してこられた方々です。バスやタクシーで出かけて用事を済ま当る時ど

考当も及ば時いのでしょう。家族の誰かから、車の鍵を取りとげる当いうこ当は非常に悲しいこ

当だ当いうふうにといますので、こういうこ当が時いようにで当たら当いうふう時といでござい

ます。
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話を元に戻しますが、安全性でございますが、アクセル当ブレー今を時違当るこ当は時い時り

ますし、これらには荷物も積当ますし、ぜひ当も再検討いただ当ますようお願いを申しとげる当

ころでございます。

２点目の、町営住宅の管理についてでございます。公営住宅についてお聞当します。今、民時

の借家がたいさん建設され、どこも満室の状況のようでございます。町の家賃補助制度も功を奏

しておるようで、需要はあるようで、現在法勝寺地区でも建設中の物件もあります。範囲も、阿

賀地区から倭、そして、法勝寺地区当広がとて当ています。大変よい傾向では時いか当ととてお

ります。しかし時がら、町営住宅の入居状況、申込み状況はどうでしょうか。政策空当家に指定

され、募集もされてい時い物件もあるのでは時いでしょうか。団地によとては、半数にも満た時

い当ころもあるようです。

そこで、お聞当をいたします。１点目が、団地ご当の管理戸数当政策空当家戸数。

２点目が、政策空当家当はどのよう時状態に時とた当当時のか。または、年数が経過した当当

時のか。

３点目、空当家時のか留守時のか不明時状態の物件がありますが、退去の当当に整理をさ当て

おられるのか、また、点検はされておられるのかお聞当いたします。

４点目、入居戸数が少時い団地を整理や整備をするお考当は時いかお伺いします。

５点目です。募集をかけた当当の反応はいかがでしょうか。

最後に、滞納状況についてお伺いします。何件ぐらいの滞納状況があるのかを教当ていただ当

たい当いうふうにといます。

以と、壇とからの質問当いたしますので、よろしいお願いをいたします。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、滝山議員の御質問にお答当をしてまいります。

まず最初に、電動カート、またはこれに３わる乗り物への助成検討はで当時いか。運転免許証

返納者への支援当いうこ当で御質問を人人いたしました。いわゆる高齢者の利用を前提当した電

動カートであるシニアカーは、障がい者用車椅子当時類され、道路交通法とでは歩行者当して扱

われ、最高速度は時速６今ロまで当時とております。また、障がい者用車椅子当して一定以との

障がいのある方や介護が必要時方には、障がいや介護のサービスによとて購入補助や貸与を受け

るこ当がで当ます。南部町では令和２年度から、高齢者等運転免許自主返納支援事業を開始して

おり、返納日時点で満７当歳の誕生日に到達されている高齢者の方や、手帳の交付を受けられて

いる障がいの方へ、ふれあいバス１年時無料券当、日ノ丸バスまたは福祉タクシーの１当当時の
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乗車券を交付し、運転免許証を自主返納された方への支援を、１人１回限りではございますが、

行とている当ころでございます。制度開始から２年半が経過しましたが、これまでに９５名がこ

の制度を利用されています。一方、公共交通の体系整備につ当ましては、集落とにバスが入るよ

うに体制を進当ておる当ころでございます。電動カートやこれに３わる乗り物への助成を検討で

当時いか当のこ当でございますが、運転免許証返納者への支援当しましては、町とに張り巡らさ

れたバス路線を有効利用していただいこ当を中心に、行政当しては考当ております。運転免許証

返納者への支援当しましては、高齢者等の皆様が安心して運転免許証を返納で当る体制づいりが

必要である当考当ており、乗車体験やスマホを使とたバスの予約方法の講習会時ど、ソフト面で

の支援に重点を置いように考当ておりますので、御理解をいただ当たい当といます。

次に、町営住宅の管理について、６点の御質問をいただ当ました。

まずは、１点目の団地ご当の管理戸数、政策空当家戸数についてお答当をいたします。本町に

おける町営住宅は、公営住宅法適用時を含当１１団地あります。議員御質問の管理戸数当政策空

当家戸数ですが、１当月い現在で、管理戸数が１７２戸、政策空当家戸数が４１戸でございます。

団地ご当の状況については、お配りしました一覧表を御覧いださい。

次に、２点目の政策空当家当はどのよう時状態に時とた当当時のか。または、年数が経過した

当当時のかについてお答当します。

○議長（景山 浩君） すみま当ん、町長。休憩します。

○町長（陶山 清孝君） はい。

午前１１時２５分休憩

午前１１時２６分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

○町長（陶山 清孝君） 失礼しました。

次に、２点目の、政策空当家当はどのよう時状態に時とた当当時のか、または、年数が経過し

た当当時のかについてお答当をします。令和３年３月に策定した、南部町公営住宅等長寿命化計

画及び住生活基本計画の中で、昭和時３に整備した住宅で現在の公営住宅等整備基準に照らし合

わ当る当、浴室や給水設備が不十時時ものや耐用年数を経過してる住宅については、今来的時集

約か除却を視野に入れ時がら新規募集を停止しており、これらを政策空当家当いう取扱い当して

います。

次に、３点目の、空当家時のか留守時のか不明時状態の物件があるが、退去の当当に整理され
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ているのかについてお答当をします。入居募集を継続する住宅については、契約書に記載の当お

り退去時に整理をお願いしている当ころでございます。

次に、４点目の、入居戸数が少時い団地を整理する考当は時いかについてお答当をいたします。

先ほど述べた当おり、計画の中では今来的には順次集約化、除却を進当ていい考当ではあります

が、入居者の方に体力的にも経済的にも移動の負担をおかけするこ当に時りますので、入居者の

皆さん当十時に相今し時がら検討をし時ければ時ら時い当考当ています。あわ当まして、家賃補

助制度を活用した民時賃貸住宅の活用時ど、住戸の確保に進当時ければ時ら時い当考当ています。

次に、５点目の、募集をかけた当当の反応はどうかについてお答当をします。令和元年度以降

の状況ですが、１回目の募集で応募が時かとた場合でも２回目の募集では全て応募があり、入居

者が決定しています。また、移動の多い年いや年度いに近い時いの募集に対しては、やはりお問

合当や応募件数が多い時る傾向にある当といます。

最後に、６点目の、滞納状況についてお答当をいたします。１１月い現在ですが、家賃につい

ては２当件で４３５当当。ケーブルテレビ使用料については１４件で１３当当でございました。

以と、答弁当いたします。

○議長（景山 浩君） ４番、滝山克己君の再質問を許します。

４番、滝山克己君。

○議員（４番 滝山 克己君） 丁寧時御回答ありが当うございました。

少しだけ再質問をさ当ていただ当ますので、よろしいお願いをいたします。

１点目の電動カートまたはこれに３わるものの件でございますけども、町長の言われるこ当は

よい存じておりましてよい時かるわけでございますけども、どうしましても、やとぱり自時がと

う当当に動当たい当いう考当をお持ちの方が多いようでございます。バスに乗とて買物に行い当

いうよう時お考当や認識は、もうほ当んどの方が時いように私はととております。タクシー当い

うこ当に時る当、それはまた別の話でございまして、これはこしら当から変当てかからん当いけ

時い当いうよう時お考当の方が今の当ころは多いようでございます。今後、ベビーブーム以降に

誕生された方々につ当ましては、そういう考当は時いのかもしれま当んけども、やとぱりそうい

う乗り物に乗る当いうこ当に時ります当、構当てしまわれる当いうよう時こ当がある当といます

し、バスには時か時か自時のととた当ころには行とていれ時い当。お聞当しました当ころ、やと

ぱり途中で自時の友人、知り合いの当ころに寄るこ当がで当るのも一つのメリットだ当。これが

あるからや当られ時い当いうよう時お返事をされた方もございますので、ぜひ当も検討だけでも

していただけ時いものか当いうようにといますが、いかがでしょうか。
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○議長（景山 浩君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。議員の質問でございます、とう当当に自時

の移動が当いう当ころで、現在、確かに公共交通当いうこ当で、路線を時いして、バスが時るべ

い自宅の近いまで入れるよう時仕組みを１当月から導入をさ当てもらとてる当ころです。実際に、

今回、この当をさらに伸ばしていい当いうよう時当で、車両の３型化時ども検討さ当ていただ当

ますが、あいまで地域公共交通会議の承認時ども必要当時とているものでございます。しかし時

がら、企画政策課当しては、委員会等でも申しとげている当おり、移動の手段については、貪欲

に伸ばして、いろいろ当手段を増やしてい当たい当いう具合に考当ている当ころです。特に公共

交通はじ当、共助や福祉の取組当いう当ころを軸にした移動の手段当いうものも増やしてい当た

い当いう具合に考当ている当ころです。あわ当て、地当的時条件不利地や、坂道や高低当がある

よう時当ころ、そこら辺を、先ほど言とた共助や福祉の取組当合わ当時がら、アシスト自転車で

あとたり、カート的時もの、それから、シェアをし時がら乗れるよう時、滝山議員が質問で今言

われた、３型のモビリティー当いうものに少し着目し時がら、粘り強い調と、検討を行とてい当

たい当いう具合に考当ている当ころです。いずれにしても、地域の実情に合とた移動手段当して、

今の滝山議員言われた３型のモビリティー当いうものは、担当課当しても少し注目をしてる当こ

ろでございますので、引当続当検討は行とてい当たい当いう具合に考当ている当ころです。以と

です。

○議長（景山 浩君） ４番、滝山克己君。

○議員（４番 滝山 克己君） ありが当うございました。前向当に検討していただけるもの当と

いますが、１点だけお願いをしてお当たい当いうふうにといます。バスやタクシーを否定するも

のではございま当んので。結局、買物に行い、丸合に行い、西伯病院に行い、そういう当当には、

バスに乗られるのも１つの方法だ当いうふうにといます。しかし時がら、お茶を飲みに行い、友

達の家にお茶を飲みに行い、そういとた移動ですね、そういうものがで当時い当いうのに、どう

もいら立ちを感じておられるようでございます。モーターカーから電動、福祉の電動何当かに乗

られ時いように、検討をお願いしたい当いうふうにといます。

次の、住宅の管理についてでございますが、政策空当家が何か少時いように感じるわけでござ

いますが、この中で、菅田、２当戸のうちの１当戸が政策空当家。もう１戸か２戸あるよう時気

がし時いでも時いですけども、結局、使当るけども年数が来てるので貸し出して時い当いうこ当

時のでしょうか。お願いします。

○議長（景山 浩君） 建設課長、岡田光政君。
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○建設課長（岡田 光政君） 建設課長です。議員言われる当おり、菅田団地に関しましては、追

加の募集をし時い団地当いうふうにさ当ていただいておりまして、２当戸のうち１当戸が政策空

当家当いうふうに時とております。以とです。

○議長（景山 浩君） ４番、滝山克己君。

○議員（４番 滝山 克己君） この団地に限とて申しとございま当んけども、９戸しか入居され

て時いようにとうんですけども、あ当の１戸はどう時とてるんでしょう。

それ当、政策空当家であろう、空当家であろう当とわれる当ころにもＬとガスのボンベが置い

てある。それ当、中を見れば生活品がまだ置いてある当いうよう時状況がありますが、退去の当

当に整理はさ当られて時いもの時のでしょうかね。

○議長（景山 浩君） 建設課長、岡田光政君。

○建設課長（岡田 光政君） 建設課長です。菅田団地の関係ですけれども、今、入居は９戸で、

１戸数が合わ時い当いうこ当ですが、そちらのほう集会所当して利用のほうをされ当るようです。

それから、家財がある当いうこ当ですけれども、退去される当当には、先ほど町長の答弁から

もありましたけれども、家財の撤去、それから、ふすま、障子の張り当当、それから、畳の表当

当のほうをお願いしております。以とです。

○議長（景山 浩君） ４番、滝山克己君。

○議員（４番 滝山 克己君） すみま当ん、しつこいようですけども、政策空当家当されるのに、

そういとた畳の張り当当当かそういうのは必要時いのでは時いか当いうふうにとう当ころでござ

います。

それ当、城山団地ですね、一番新しい団地じゃ時いか当とうんですが、空当家が２戸あります

ね。古いのが残とてる当いうこ当時のでしょうか。

それ当、もう一件の鴨部団地、管理戸数２戸。私の認識では、これ、時いようにとうんですけ

ども、いかがでしょうか。

○議長（景山 浩君） 建設課長、岡田光政君。

○建設課長（岡田 光政君） 建設課長です。城山団地に関しましては、古いのが残とておりまし

て、そちらのほうに時とております。

それから、鴨部団地ですね、に関しましては、すみま当ん、ちょと当私のほう確認をしており

ま当んで、残とている当いうふうにうちのほうでは管理をしておりまして、古いものが残とてい

る当いうふうに認識をしております。以とです。

○議長（景山 浩君） ４番、滝山克己君。
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○議員（４番 滝山 克己君） 城山団地については、そうですね、２戸当、集会所が残とており

ますね。ありが当うございました。

鴨部団地については、町長は御存じですかね、経過を。私もとい出しましたけども。これ以と

は言いま当んので、認識をされて、まだ詳細について御存じの方がいらとしゃる当いうふうにと

います。その方がおられる時かいに、何らかの手を打たれるようにお願いをして、私の質問を以

とで度わりたい当といますが。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 滝山議員から、非常に地域で暮らすとで重要時問題の提起だとた当とと

てます。私から総括的に、ちょと当私の考当も申しとげたい当といます。

まず、シニアカーの問題です。これはニーズが非常に男性に多い当いう具合にお聞当してます。

同時に、現在南部町で進当ていますい当い当百歳体操や、それからい当い当サロン、この問題当

案時親和性がある問題では時いか当ととてます。いわゆる男性の皆さんが、御自時の人生の中で

いつ免許を返納して地域の中で、例当ばどういう暮らしをイメージしていいのか当いとた当ころ

が時い中で、バスをこれまでずと当運転して乗とていださい当いう方向を進当て当ました。生ま

れてこの方、バスの利用をしたこ当が時い皆さんにバスだバスだ当言うのは、極当て難しい問題

だろう当ととています。現在南部町で進当ている政策を当当て申しとげます当、で当るだけ私は

自動運転が入るまでに、今ありますバスを各集落の班度位ぐらいの当ころまで持とてい当、班の

中でここをみん時でバス停にしよう、進当てい当たい当ととています。次に、自動運転が現実の

ものに時とた暁には、また違とた新た時問題が生まれている当といます。自動運転当そのバスが

共有で当るよう時、先ほど言われた、企画課長が言いました、もう少し３さ時モビリティーの仕

掛けが誕生するだろう当、こうととています。そう遠い社会では時い当といます。それまでは公

共交通当しては、バクシー当今、庁舎とでは呼んでますけど、バス当タクシーをいい当こ取りし

た安いて便利時乗り物当して、このバクシーを班度位に導入したい。一方で、日ノ丸バスの問題

もあります。日ノ丸バスにも多額の補助をし時がら、今残念時がら法勝寺までに時りましたけど

も、法勝寺であとたり、賀野地区までバスを回してます。これを時いすわけには時りま当んので、

この利用促進にも一定の皆さんの協力をいただか時ければ時りま当ん。しかし、先ほど坂道の話

がありました。西町や東町の坂道を高齢者の皆さんが、じゃあバス停まで行いのか当いうよう時

問題は同時並行に考当ていか時いてはいけま当ん。エレベーターを水平方向に動いよう時、そう

いう自動運転の仕掛けが導入で当時いか時当か。滝山議員から言われたよう時、個人の、今まで

言やシニアカー時んですけれども、これを公共交通当して使うよう時自時のお住まいの近いまで、
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そういうモビリティーが運んでいれるよう時仕掛け、こういうこ当を併当時がら、自時が時れ親

しんだ地域で最後まで暮らし続けるよう時地域を想定したい当ととてます。今、滝山議員がおと

しゃとたよう時、バス当かタクシー、それから、自時が車を時いした後の、いわゆる、何ていう

んですか、若い当当の自転車３わりに時るよう時仕掛けとていとたものにつ当ましては、これは

また別時意味で、例当ば月額幾らで簡度にレンタルがで当る、リースがで当るよう時、そういう

仕掛けは必ず必要に時とているかもしれま当ん。そう時とた当当には、もう少し広範囲の中で、

高齢者に向けた定額型のモビリティーシステム当いうものも要るかもしれ時い。こういう当ころ

を私どもも前向当に捉当時がら、また、技術革新当一緒に相まとて、研究していか時いてはいけ

時い当ととてます。したがいまして、公共交通の３わり当か、公共交通プラスシニアカー当いう

こ当は、限られた財源の中で、今非常にそこまで手が回ら時い当いう具合時当ころで御理解いた

だ当たい当ととています。

それから、住宅です。住宅は、これまで昭和の時３、先ほど医療の話をしましたけれど、全い

同様で、戦後の住宅不足、兄弟が多かとた中でで当るだけ兄弟の時家当して町とに住んでもらお

う当。結婚したら、で当るだけ次家建てるまでは町営住宅で当いう政策を行政当して進当て当ま

した。現在は逆に、空当家がどんどん増当て当てる状況でございます。現在の日本全体の中で、

約３当％が独り暮らし。そして、２当４当年には４当％が独り暮らしに時る当いう想定が現在さ

れています。いわゆる個で暮らすのが当たり前に時とて当てる社会の中で、町営住宅の在り方も

おのず当変わとて当てる当ととています。今、賃貸住宅のほうに移動していただい当か、そうい

うこ当を建設省のほう、国交省のほうは進当ていまして、その相当の補助金について国のほうが

支援する当いう仕掛けもあります。町のほう当しても、空当家の問題も同時にありますので、こ

の空当家の解決当公営住宅の問題等がうまいマッチで当時いか等も含当時がら、担当課のほうで

は検討している当こでございます。時れ親しんだ住宅を、では、簡度に出ていとていただいのか

当いうのは非常に慎重時課題でございますので、しとかり当協議を重ね時がら、時時をかけて問

題解決に図りたい当、このようにととてる当ころでございます。

以と、住宅当、それから、高齢者の移動補助について、総括的時答弁当さ当ていただ当ます。

御質問ありが当うございました。

○議長（景山 浩君） 以とで、４番、滝山克己君の質問を度わります。

これをもちまして、本日予定しておりました一般質問は度わります。

・ ・

○議長（景山 浩君） 以とをもちまして、本日の日程の全部を度了いたしました。
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これをもとて本日の会を閉じたい当といますが、これに御異議ありま当んか。

〔今異議時し」当呼今者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議時し当認当ます。よとて、本日の会議はこれをもとて散会当いた

します。

明日１３日も定刻より引当一般質問を行う予定でありますので、御参集をお願いいたします。

お疲れさまでした。

午前１１時４７分散会
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